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国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
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政
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企
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課
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計
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県
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計
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農
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課
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山
陽
小
野
田
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催
（
都
市
計
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
八
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

下
関
美
祢
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
大
字
員
光
字
東
河
内
一
〇
八
六
の

二
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
鍛
次
屋
七
七
二
の
五
地

先
ま
で

旧

最
狭

九
・
五

最
広

一
五
・
二

四
八
六
・
〇

新

最
狭

一
六
・
〇

最
広

二
六
・
七

四
八
六
・
〇
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

下
関
市
大
字
員
光
字
鍛
次
屋
七
八
八
の
一

地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
徳
前
六
四
五
の
五
地
先

ま
で

旧

最
狭

八
・
三

最
広

一
五
・
一

五
六
七
・
〇

新

最
狭

一
一
・
〇

最
広

二
〇
・
三

五
六
七
・
〇

山
口
県
告
示
第
二
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
八
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

下
関
美
祢
線

下
関
市
大
字
員
光
字
東
河
内
一
〇
八
六
の
二
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
鍛
次
屋
七
七
二
の
五
地
先
ま
で

令
和
八
年
五
月
九
日

下
関
市
大
字
員
光
字
鍛
次
屋
七
八
八
の
一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
徳
前
六
四
五
の
五
地
先
ま
で

公

告

（
一
四
二
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。
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令
和
八
年
五
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

長

門

市

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら

令
和
七
年
二
月
十
二
日
ま
で

長
門
市
地
籍
図

長
門
市
地
籍
簿

深
川
湯
本
及
び
日
置
上
の
各
一

部

美

祢

市

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

美
祢
市
地
籍
図

美
祢
市
地
籍
簿

美
東
町
綾
木
の
一
部

〃

令
和
五
年
四
月
三
日
か
ら

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

〃〃

豊
田
前
町
今
山
及
び
豊
田
前
町

嶽
の
各
一
部

二

認
証
年
月
日

令
和
八
年
五
月
八
日

（
一
四
三
）
県
営
人
形
池
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

人
形
池
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
八
年
五
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
人
形
池
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
一
四
四
）
県
営
玉
泉
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

玉
泉
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
八
年
五
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
玉
泉
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
一
四
五
）
県
営
七
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

七
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
八
年
五
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
七
田
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
五
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
一
四
六
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
陽
小
野
田

都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
八
年
五
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
催
の
日
時

令
和
八
年
六
月
一
日
（
月
曜
日
）
午
後
二
時

二

開
催
の
場
所

二
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山
陽
小
野
田
市
日
の
出
一
丁
目
一
番
一
号

山
陽
小
野
田
市
役
所

三

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案

㈠

変
更
す
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
四
新
開
作
二
軒
屋
線

次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

変
更
す
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
三
十
六
大
久
保
吉
田
地
線

次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈢

変
更
す
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
道
路
三
・
六
・
十
六
竜
王
山
西
線

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
の
手
続

㈠

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）

ま
で
に
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述

申
出
書
」
と
い
う
。
）
を
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
土

木
建
築
部
都
市
計
画
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

㈡

公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
、
同
種
の
意
見
を
有
す
る
者
が
多
数
あ
る
場
合
に
は
、
公

聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈢

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
意
見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈣

㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
公
述
申
出
書
を
提
出
し
た

者
又
は
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
通
知
し
ま
す
。

五

そ
の
他

㈠

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
八
三－
九
三
三－

三
七
三
三
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。

㈡

関
係
図
書
は
、
次
の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

宇
部
市
琴
芝
町
一
丁
目
一
番
五
〇
号

宇
部
土
木
建
築
事
務
所

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
一
丁
目
一
番
一
号

山
陽
小
野
田
市
建
設
部
都
市
計
画
課

山
陽
小
野
田
市
大
字
鴨
庄
九
四
番
地

山
陽
小
野
田
市
山
陽
総
合
事
務
所
地
域
活
性
化
室

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
五
の
㈡
の
関
係
図
書
の
縦
覧
場
所
に
お
い
て

縦
覧
に
供
し
ま
す
。
）
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令
和
八
年
五
月
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
五
月
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


